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会計支出科目

　　②適用区分変更時に、組合員等番号の変更をしない。

　　①組合員の適用区分（短期・長期適用⇒短期のみ適用）に変更した。

・この届書は、以下のいずれにも該当したときに提出してください。

・「退職届書」「履歴書または組合員期間等証明書」を添付し、提出してください。

・会計年度任用職員または臨時的任用職員の場合、「雇用契約書、労働条件通知書、辞令の写し等、勤務条件が確認できる

組合員種別

6　短期・長期適用　⇒　短期のみ適用

短期組合員

臨時的任用職員

改定事由 変更理由

6　勧奨

　書類」を添付し、提出してください。

39　適用区分変更月異動年月日 異動事由

氏　　名
企業
コード

日年

組合員等
記号番号 －

所属所長

職名

氏名

固定的給与 円 非固定的給与

　上記のとおり届け出ます。

　　石川県市町村職員共済組合理事長 様

円 合計

7　任期満了

部課署番号

共済組合受付日付印

5　自己の都合

再任用（短時間）

定年前短時間

会計年度任用職員（短時間）

会計年度任用職員（フルタイム）

4　定年

令和 年 月 日

円

標準報酬月額

短期

等級 標準報酬月額

級 円

令和

適用区分変更届
決

裁

課　長 担　当 合　議 貸　付 原　票 協　会


